
Ｇ７科学技術大臣の会合の安心・安全な実施に資する電波監理

令和5年5月に宮城県仙台市において開催のG7科学技術大臣会合に向け、重要無線通信妨害
対策本部を設置し、警察、鉄道無線などの重要無線通信に対する混信や電波妨害の発生に備える
電波監視に取り組みます。

電波監視システム（DEURAS)による電波監視重要無線通信妨害対策実施本部
設置による電波監視体制の強化

区分 担務者 職務

本部長 局長 ・統括

・対策本部会議の
招集

副本部長 総務部長
電波監理部長
（統括責任者）

・本部長補佐

・妨害排除に必要
な施策の企画

部員 情報通信部長
放送部長
無線通信部長

・妨害排除に必要
な対策の推進

監視情報班 電波監理部 ・監視、探査

・監視、探査状況の
分析

業務班 放送部
無線通信部

・情報の収集・分析

・無線局免許人との
連絡

総務班
広報班
財務班

総務部 ・各班との連絡
・報道関係



不法・違法無線局の取締り強化と積極的（Proactive）な周知啓発

広報誌
地方自治体や県建設業協会等が発行する

広報誌への掲載依頼

ポスター等の配布
地方自治体、道の駅などの公共施設、無

線を利用する団体等へのポスター・リーフレットを
配布
公共交通機関等における広告
ラジオCM、サイネージ広告、車内広告の実施

公共工事発注者への協力依頼

国及び県・市へ実態の情報共有
と対応を依頼

工事発注者からチラシ、リーフ
レット等により受注者への意喚
起を実施

工事発注者の協力による工事車両への周知・啓発

説明会や各種会議にて未然防止
活動
公共工事を発注する関係
機関主催の会議等におい
て、「電波法令違反の未然
防止」などについて説明

▲周知・啓発 チラシ

▲説明会模様

・ 公共工事を発注する関係機関主催の会議等にて無線局の適正運用等に関わる説明を通して電波利用に関するリ
テラシーの向上に取り組みます。

国民一般への周知啓発

・ 近年、復興関連工事をはじめとする公共工事の現場周辺においては、不法・違法無線局に係る申告が多く寄せられて
います。捜査機関と連携しながら、その排除、原因者への厳正な対処に引き続き取り組みます。

電波監視を端緒とする捜査機関と連携した取
締りの強化

 公共工事現場等の不法・違法無線
局について調査を実施

 調査結果に基づき、捜査機関と
連携して取締りを実施



医療機関等の電波利用環境整備の推進

医療現場における電波利用、特に医療機器への影響や電波を利用した医療機器の管理についての知識の普
及促進や課題解決、医療機関における適正な電波管理に関する知識を持った人材の育成などを目的とする
協議会の開催や医療関係者への説明会等を実施します。

有識者、臨床工学技士会、病院関係者、医療機器メーカ、携帯電話事業者等をメンバーとして、
医療機関における適切な電波利用について周知し、この分野における専門的な人材の育成に取り組む
ため、協議会を組織し、説明会の開催やハンズオン支援を実施しています。

ハンズオン支援
様々な地域ニーズに応じるため、「ハンズオン支援」（専
門家派遣等を通じた人的支援）を実施します。

医療機関で電波を利用した機器を安全・
安心にご利用いただくため、オンデマンドの説
明会を開催します。

「医療機関において安心・安全に利用する
ための手引き（改訂版）」のご紹介

医療機関における電波利用機器に配慮し
た建築ガイドライン・同解説
次世代構内PHS“プライベート
LTE/sXGP”の実際と院内Wi-Fiネットワー
ク構築の要諦

【講演例】

説明会の開催



基準不適合設備に関する勧告・公表制度に基づく販売業者への要請

一般消費者が意図せず法令基準を超えるような無線設備を購入・使用し、電波法違反となることや

他の無線局に混信・妨害を与えることを未然に防止するための周知、勧告・公表等の取組を行います。

販売状況調査

無線設備の確認

要請、勧告、命令等

インターネットや実店舗等で販売されている無線設備を
対象に技術基準不適合設備の販売状況を調査。

販売調査の結果や申告等により技術基準不適合設備及び

技術基準に適合していないと考えられる無線設備を対象と
して技術基準への適合性を確認。

電波法の基準に適合するか否かの確認（試買テスト）等の
結果により、技術基準に適合していない場合は、要請を実
施。従わない場合は電波法に基づく勧告・命令等を実施。

勧告・公表制度

 近年、ネット通販の進展等により、国内で使用できない無線機器(基準不適合設備) が流通しており、適正な無線局の
利用に影響を与えるおそれが拡大しています。

 外国規格無線機器等の基準不適合設備が使用されると航空、消防・救急、放送などの重要な無線局に混信その他の
妨害を与えるなど、重大な悪影響をおそれが高いことから、使用の未然防止に向けた周知・啓発活動や販売状況調査
による流通状況把握を強化します。

 流通が確認された場合は、電波法の基準に適合するか否かの確認(試買テスト)及び排除に向けた強い措置(要請、勧
告、命令等)への取り組みを図ります。

基準不適合設備の排除に向けた取組み

 技術基準に適合しない無線設備を広く販売されることにより、当該基準不適合設備を使用する無線局が他の無線局の運用
に重大な悪影響を与えるおそれがあると認められるときは、販売業者等に対し、その事態を除去するために必要な措置を講
ずべきことを勧告します。
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